
長崎市立三川中学校生徒心得       R5.11.14現在 

 お互いに協力し、励まし合って、よい校風をつくり、立派な中学生として成長していくために次の心得を守ろう。 

１ 時刻について  ※８：１５教室着席のため８：１０玄関通過 

 （１）朝の活動８：１５～８：２５ 

 （２）下校時刻は原則として、１６：４５とし、特別に残る場合は担当の先生の許可を得る。 

 （３）遅刻・早退・欠席・忌引の時は、必ず担任へ連絡する。（保護者に連絡を入れてもらう） 

 （４）諸活動の開始・終了の時刻は厳守する。  

（５）カバン・補助バックは棚に入れる。（机にかけない） 

２ 通学について                                          

 （１）登下校の際は、通学路を通る。        （２）自転車での通学は禁止する。 

 （３）登下校時は、交通安全・不審者に気をつける。 （４）旧テニスコートより上は、車道を歩かない。 

 （５）登下校時の食べ歩きはしない。（休日の部活動のための登下校も含む。） 

３ 学用品について 

 （１）所持品には必ず名前を記入する。      （２）カバンと補助バックは学校指定のものを使用する。 

 （３）学習に必要ないものは持参しない。     （４）生徒同士の金銭の貸し借りはしない。 

 （５）公共物を大切にする。誤って破損した場合は担任および担当の先生に申し出る。 

４ 服装・容儀について 

 

 

制 

 

服 

・制服の移行期間を廃止。季節に応じて自分で判断する。ただし、儀式的行事の際は統一する。 

・上着（ブレザー）の下には白の無地のカッターシャツまたは長袖丸襟シャツを着用する。 

・ネクタイまたはリボンを正しく着用する。 

・中間服は長袖のカッターシャツまたは丸襟シャツを着用する。 

・夏季の上衣は白の半そで開襟シャツまたは丸襟ブラウス。 

・スラックスの場合はベルトを着用する。 

・スカートの丈は膝が隠れる程度とする。 
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髪 

 

型 

・衛生的かつ学校での活動に支障がないようにする。 

・目にかからないようにし、髪を伸ばしているものは、後ろで一つまたは二つに結ぶ。 

・パーマ・染髪、脱色、整髪料（ワックス・ムース等）の使用、眉剃り等は禁止（2024．1.24） 

・名札を所定の位置につける。 

・通学靴は、白。運動場での体育時の靴と兼用とする。雨靴は派手でないもの。 

・上履きは学校指定のものとし、落書きなどをしない。 

・靴下の色は白・黒・紺・茶・灰。ワンポイント可。（スニーカーソックスは禁止） 

・中着はカッターシャツから透けて目立たない色（白・黒・紺・茶・灰）。（ワンポイント可）  

・外出時の服装は私服でよいが、時と場に応じたものを心がける。 

・冬季のコート着用は可。形は特に指定しない。色は、黒・紺・茶・灰色など派手でないものとする。 

・カバンに入らないものは補助バックに入れる。（１・２年生はすべてカバンに入れる。） 

・カッターシャツから中のシャツが見えないようにする。 

防寒具・防寒着  色等の規定 

手袋・マフラー 白・黒・紺・茶・灰（派手でないもの） 

ネックウオーマー 白・黒・紺・茶・灰（派手でないもの） 

セーター・カーディガン・ベスト 
白・黒・紺・茶・灰で、袖口、裾から出ないようにする。 

厳寒時には、女子のストッキングの着用可（色は黒・ベージュ）。 

５ 学校生活 

  （１）昼休み等で遊ぶときに、シャツは出さないようにする。 

  （２）校舎周辺（ピロティー、車道、体育館とプールの間の通路）は、危険なので遊ばないようにする。 


